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本日の内容

⚫ 基幹相談支援センターとは？（制度的な理解）

法律上の相談支援体系／福岡市の事業概要

⚫ ネットワーク構築の取り組み

東区部会の活動／第3基幹センターの取り組み

⚫ 相談実績

⚫ 相談支援事業所との連携

連携の事例／相談支援について（まとめ）



基幹相談支援センター

総合相談・専門相談

権利擁護・虐待防止 地域移行・地域定着

地域の相談支援体制強化の取り組み

障がいの種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障がい対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

相談支援
事業所

障がい福祉
サービス
事業所

教育機関

行政窓口

医療機関

その他の
相談機関

基幹相談支援センターの役割（イメージ）



厚労省 社会保障審議会
障害者部会（R3.7.16）



厚労省 社会保障審議会
障害者部会（R3.7.16）



厚労省 社会保障審議会
障害者部会（R3.7.16）



◼ 区障がい者基幹相談支援センター事業の概要

福岡市による委託事業として運営（平成29年度より開始）

【設置目的及び事業概要】

▶︎ 障がい児者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように

・地域の障がい児者の福祉に関するあらゆる問題についての相談に応じ、情報提供や助言、サービス

の利用支援等の必要な支援を行う。

・障がい児者の権利擁護のために必要な援助を行う。

▶︎ 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導や助言等を行い、地域の相談支援体制の強化を図る。

【設置場所及び支援提供地域の範囲】

▶︎ 市が定める担当地域を中心に支援を行う。センターも担当地域内に設置する。

【開所日時等】

▶︎ 月曜日から金曜日の9時〜17時（土日、祝日、12月29日〜1月3日を除く）

＊開所時間外は電話等で利用者からの緊急時の相談に24時間対応可能な体制をとる







◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容

①福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

サービス情報の提供、サービス提供事業者の紹介、サービス利用の助言、利用申請の援助

サービスの利用調整、生活相談等

②社会資源を活用するための支援

福祉施設やボランティア団体等の支援施策の紹介、生活情報の提供等

③社会生活力を高めるための支援

金銭管理や生活情報の活用、交通・移動手段の利用、趣味・余暇活動等に関する支援



④権利擁護のために必要な援助

障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護・自立の支援並びに養護者に

対する支援に関する協力、成年後見制度の利用促進等

⑤専門機関の紹介

障がい者等のニーズに応じて、専門機関を紹介（発達障がい者支援センター、障がい者就労

支援センター、医療機関等）

◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容



⑥自立支援協議会の区部会の運営及び区ごとのネットワークの構築

▶ 担当地域を含む行政区内に設置された他の区基幹センターと共同で、自立支援協議会

の区部会の運営に関する事務を行う

▶ 区部会の運営に関する事務の実施にあたっては、区部会事務局会議を原則毎月開催し、

区部会の円滑な運営に努める

＊会議には、市障がい者基幹センターの職員、相談支援機能強化専門員もしくは相談支援スーパーバイザーの

いずれか1人以上を参加させ、必要な助言を受ける

▶ 区部会を活用し、区内の相談支援事業所（特定相談、一般相談、障がい児相談）、民生委員、

身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、障がい福祉サービス提供事業者等とのネット

ワークを構築し、障がい者等の日常生活又は社会生活を支援する

◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容



⑦区内の相談支援事業所のネットワークの構築

区内の相談支援事業所が円滑に事業を実施できるように、情報共有を行う場や勉強会を

開催する等、相談支援事業所間のネットワーク構築に努める

⑧区内の相談支援事業所に対する専門的な指導・助言・人材育成

区内の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言、相談支援事業所従事者を

対象とした研修会の企画・運営、事例検討会の開催等による人材育成の実施

◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容



⑨地域福祉の基盤づくり

積極的にアウトリーチを行い、社会的に孤立している障がい者等の孤立防止支援や担当地域

内の地域団体（社会福祉協議会、民生委員、児童委員、自治協議会、自治会・町内会）と連携し

障がい者を地域で見守るパーソナルネットワークの形成等、地域福祉の基盤づくりを推進する

▶ 区・校区社会福祉協議会との連携体制の構築

▶ 地区民生委員・児童委員協議会への参加

▶ 校区自治協議会と連携した障がい福祉に関する啓発事業の実施

▶ その他地域福祉の基盤づくりの推進に資する取り組み

⑩緊急対応

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者の急病・急用等により、緊急

に支援を必要とする際の施設等による緊急一時預かり等の連絡・調整を行う

◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容



⑪区基幹センターの人材育成

▶ 相談支援スーパーバイザーの訪問又は電話相談による専門的な指導・助言を積極的に活用し

区基幹センターの相談支援業務従事者の人材育成に努める

・ 困難事例の支援に関する事項

・ 相談支援に必要な書類の整備に関する事項

・ 相談支援のスキル向上に関する事項

・ その他、区基幹センターの業務に関する必要な事項

▶ 市基幹センターが実施する区基幹センターの人材育成に関する研修に少なくとも1人以上の

コーディネーターを参加させる

＊研修に参加できなかったコーディネーターにも内容を伝達すること

◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容



⑫市基幹センターとの連携及び主任コーディネーター会議

▶ 福岡市の相談支援体制を円滑に機能させるため、市及び相談支援機能強化専門員、市基幹

センターと緊密な連携をとる

▶ 主任コーディネーターは、区基幹センターの取り組み内容等について協議するため、市基幹

センターが毎月開催する主任コーディネーター会議に出席する

⑬その他、障がい者等の自立支援に関すること

◼ 基幹相談支援センターの委託事業の主な内容



福岡市の相談支援体制と障がい者等地域生活支援協議会との関係

専門部会

●特定の事項の調査、研究
●施策提案の検討

相談支援機能強化専門員全市で取り組むべき課題 設置

障
が
い
保
健
福
祉
計
画
案

日頃の相談支援活動においてサービス等を利用しても課題解決が困難な場合

事務局に協力

参加

意見提言

福岡市障がい者等地域生活支援協議会

●区部会等から報告された課題の情報共有に関する協議
●報告された課題への対応について、関係機関等のネットワーク構築等、社会資源の開発・改善に関する協議

【委員】
学識経験者、障がい当事者（家族）団体、相談支援事業及び児童発達支援センター事業の委託事業者、障がい福祉
サービス事業者、保険・医療関係者、教育・雇用関係者、権利擁護関係者、地域福祉関係者

【事務局】福岡市保健福祉局障がい者支援課

7つの区部会

事例検討を通じて、以下の整理を行う
●利用可能性のあるサービス等の社会資源の再検討 ●個別の残された課題

【委員】
区保健福祉センター障がい福祉担当課職員、特別支援学校の進路又は支援部関係者
区障がい者基幹相談支援センター及び児童発達支援センター事業の委託事業者等

【事務局】区障がい者基幹相談支援センター

調査、研究、施策提
案の検討等の結果



東区部会組織図

東区第1障がい者
基幹相談支援センター

(相談支援部会担当事務局)

東区第2障がい者
基幹相談支援センター

(地域生活支援拠点整備担当
事務局)

東区第3障がい者
基幹相談支援センター

(医療連携･地域移行促進担
当事務局)

➢ 区部会事務局業務
➢ 困難事例の検討､地域課題の抽出
➢ 地域生活支援拠点等の体制整備
➢ 相談支援事業所の支援体制整備と人材育成
➢ 地域移行の促進
➢ その他の事業

東区障がい者基幹相談支援センター連絡会

東区福祉･
介護保険課

東区健康課

東障がい者
フレンド
ホーム

社会福祉
協議会

東福岡特別
支援学校

東部療育
センター

ゆうゆう
センター

東区部会
 困難事例の検討､社会資源の開発改善
 地域の関係機関等によるネットワークの構築
 区障がい者基幹相談支援センターの運営評価
 その他

2ヶ月に1回奇数月
第3火曜日10時～

毎月
第1火曜日10時～



東区部会のネットワーク構築の取り組み（H29～R3年度）

医療連携・地域移行促進 担当相談支援体制整備 担当 地域生活支援拠点整備 担当

東区では、各基幹センターが担当事務局となり、区内のネットワーク構築に向けた取り組みを実施

＜東第１＞ ＜東第２＞

【主な役割】

指定特定相談支援事業のネットワーク

構築、人材育成、各事業所の計画相談

受け入れ可能数の把握、新規事業所立

ち上げの促進や支援等

【主な取り組み】

・東区相談支援部会

【主な役割】

地域生活拠点の面的整備を視野に入

れ､障がい福祉サービス事業所等の

ネットワーク構築､居宅介護､日中活動

の場での受け入れ可能数の把握等

【主な取り組み】

・東区ネットワーク会議

【主な役割】

医療関係者(病院､訪問看護等)との

ネットワーク構築､訪問看護事業所で

の受け入れ可能数や得意分野の把握､

地域相談支援の課題把握等

【主な取り組み】

・東区心のケアネットワーク研修会

「東区基幹センター連絡会」として、月1回の区部会事務局会議を開催

（参加機関）東第1・第2・第3基幹センター、東部療育センター、緊急時受け入れ・対応拠点（Ⅲ類型）、市基幹センター

＜東第３＞



東区第3基幹センターの取り組み

●地域移行支援の周知

●精神科病院との連携

《医療連携・地域移行促進について》 参考資料



地域移行支援の周知

●心のケアネットワーク研修会（H29年度～）

東区健康課精神保健福祉係と共同で企画・運営

（保健・医療・福祉関係者による協議の場として開催）

＜参加機関＞

・精神科病院

・地域活動支援センターⅠ型

・健康課精神保健福祉係

・区基幹相談支援センター



グループワーク 講話・事例発表

・「医療と福祉の連携」をテーマに役割と

強み、連携により期待できることを共有

・「入院中」「退院時」「退院後」に

おける各機関の現状の取り組みと課題の

整理、今後必要な取り組みや工夫を検討

・他区精神科病院の退院促進の取り組み

・区内精神科病院の退院支援の取り組み
（香椎療養所ソーシャルクラブの紹介）

・地域移行支援を活用した事例の報告

・精神障がい者地域移行支援部会の報告と

精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの説明（部会キャラバン隊を活用）

この回は、地域生活を

支える機関として訪問

看護、GHも参加

＜地域移行に関連する主な開催内容＞



【課題】各精神科病院の現状把握

●地域づくりに向けた連携強化や取り組みの推進

① 調査実施の提案

② 調査シートの原案作成

③ 各病院を訪問し、PSWと調査項目に関する意見交換

④ 調査シートの再提案、PSWと実施方法に関する意見交換

⑤ 調査項目・実施方法の再検討

⑥ 最終的な調査項目・実施方法の提案→訪問によるヒアリング形式に決定

⑦ 順次、調査の実施（R2年1月～）

区内各精神科病院へのヒアリング調査の実施
取り組み

事前準備

協 議

実現化



区内各精神科病院へのヒアリング調査の実施取り組み

＜決定した調査項目・実施方法＞

【実施方法】

当センターと精神保健福祉係による各病院への訪問

→PSWへのヒアリング（インタビュー形式）

【調査項目】

精神障がい者が暮らしやすい地域づくりを進める上で

東区に必要と思われる社会資源や地域に望むこと

●第一段階としての調査（ベース作り）

＜目指す方向性＞

実数の把握や具体的な支援に繋げていくこと



●精神科病院への訪問

各病院を回り、PSWとの情報交換会を実施

（当センターからPSWへ提案し企画）

＜内容＞

・福岡市の現状（精神保健福祉、障がい福祉に関するデータ）

・区障がい者基幹相談支援センターの紹介（役割や相談内容）

・地域移行支援、地域定着支援の説明（制度内容や事例紹介）

これまでに6ヶ所の病院で

実施（看護師向けもあり）

実際に地域移行支援の相談・支援に繋がったケースも！

地域移行支援の周知



●福岡県弁護士会精神保健委員会との連携

委員会にて制度説明や事例発表、意見交換を実施

（委員弁護士より講師依頼あり）

＜内容＞

・障がい福祉サービスの説明（仕組みやサービス内容）

・地域移行支援、地域定着支援の説明（制度内容や事例紹介）

当番弁護士より退院支援の一つとして地域移行支援の相談あり

地域移行支援の周知



精神科病院との連携

●精神科病院の退院支援グループへの参加

香椎療養所のソーシャルクラブ（H29年度～）

（H30年度からは、プログラムの企画・運営にも参加）

＜グループ内容＞

【参加者】長期入院者で退院の希望や可能性のある方が対象

【頻 度】月1回

・活動内容は、病院スタッフとの月1回の事前打ち合わせにて協議

・内容に応じて、外出や外部講師への依頼もあり
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《東区第3基幹センターのこれまでの状況》
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H29年度～R3.11時点（継続して支援が必要な新規相談者数）

相談実績について

《東区第3基幹センターのこれまでの状況》



福祉サービスの利用等
（サービスや社会資源）

5739回

家計・経済

1190回

生活技術

1036回

健康・医療

820回

家族・人間関係

535回

その他項目

2524回

7％

5％

48％

10％
9％

R3年度（11月まで） 集計

不安の解消・情緒安定

16%

就労

13%

権利擁護

10%

障がいや症状の理解

9%保育・教育

7%

社会参加・余暇活動

6%

その他

39%

その他項目
内 訳

相談・支援内容（ベスト5）



連携を考える

相談支援事業所

（計画相談）

基幹相談支援センター

（担当エリア）

【相談のきっかけ】

●新規で計画相談を依頼する場合

★既に計画相談の担当者がついている場合

【相談のきっかけ】

●計画作成以外の部分で支援を希望する場合

●情報提供の依頼（単発）

担当の相談支援専門員・事業所全体

担当のコーディネーター・事業所全体

相 談

①相談内容の確認

②支援方針の検討⇒役割分担

③経過の確認⇒終結

①支援経過の説明

②引継ぎ（顔合わせ）

③経過の確認⇒終結

★の場合も含む



基幹相談支援センターと相談支援事業所（所感）

“相談支援”とは？…2006年（H18）に『障害者自立支援法』で法律上位置づけ

『障害者総合支援法』における相談支援

◼ 「相談支援事業」（地域生活支援事業の中の市町村必須事業）⇒福岡市は基幹に委託

◼ 「指定一般相談支援事業」と「指定特定相談支援事業」 ⇒基盤には基本相談支援！

基本相談支援とは（総合支援法の定義）

地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の

介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村

及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整、その他の厚生労働省令で定める便宜を総合

的に供与すること



相談支援事業とは（総合支援法の定義）

障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の

保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚

生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見

のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業

“基幹相談支援センターと相談支援事業所の根幹は同じ”

にある！

事業が違っても、役割が違っても、大切にしたい価値は共通


